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一、問題提起
　グループ企業内部の各会社は法的な独立性を有しているが、実際には、株式の所有関係など
を基礎とする財務政策や経営の方針決定の面において不平等な支配と従属関係が形成されてお
り、それによる様々な法的問題が生じている。
　日本では、上場会社の約 4分の 1が従属会社である 1 ）。親子会社はそれぞれが独立の法人格
を有しているが、子会社の役員人事や資本増加、組織再編などといった子会社の重要事項の決
定においては、親会社は子会社に強い影響を与えている。こうした親子会社間の利害調整に、
単体会社を念頭におく現行の会社法制の範囲内では適切に対応できないという問題意識がかね
てから唱えられており、立法上の重要な課題となっている。
　中国では、企業結合における親会社の支配権濫用が深刻な問題である。グループ会社間の関
連取引は、親会社が従属会社の利益および取引の機会を圧搾するもっとも重要な手段である。
中でも、親会社が大量の日常的な関連取引や会計政策の任意的変更を通じて、上場会社の利益
を親会社もしくは関連会社に移すなどの事例が多数みられる。その例として、親会社が廉価ま
たは無償で上場子会社の資金を占用し、上場子会社に高値で原材料を供給し、高値で不良な資
産を譲渡し、上場子会社から低価格で製品を買い上げ転売することによって利益を得ることな
どが挙げられる。
　中国におけるこうした支配会社による支配権濫用は、上場会社の多くが国有企業改革のなか
で、国有企業から株式制へ再編されて上場したという背景に由来する。上場枠が地方政府に割
当てられる政策のもとで、国有企業は企業内の優良資産部分のみを「包装」し、株式会社を作っ
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て上場を実現した。元の国有企業には、企業集団とその傘下の上場および未上場の子会社のよ
うな構図を変えたものが多くみられ、国有企業が大株主となってきた。上場会社の株式の保有
状況をみると、筆頭株主の持株率が非常に高く、かつ相当数の会社において上位 5位株主の間
に密接な関係が存在する。しかしながら、中国では、支配従属関係を有する会社に関する法整
備が十分になされていない。こうしたなか、企業結合関係における支配従属会社間の利益を如
何に調整し、親会社の行為を規制すべきかが検討に値する重要な課題である。
　本稿は、近時日本の中間試案の検討を通じて、中国における支配従属会社間の法的整備に示
唆を得ようとするものである。

二、関連取引における親会社の責任に関する日本の規制と中間試案
 1 、規制の現状
　日本では、親子会社間の非通例的取引により子会社が不利益を受ける場合、親会社の責任に
関する直接的な明文の規定はない。ただし、兼任取締役がいる場合、取締役の利益相反取引の
定め（会社法356条、365条）によって規制されている。また、会社計算規則により、親子会社
間の取引は、関連当事者の取引として注記表に記載しなければならないとされている（会社計
算規則112条）。
　これらの規制では、取締役が自己または第三者のために会社との直接取引、または会社が取
締役の債務を保証することやその取締役以外の第三者との利益が相反する間接取引を行う場
合、株主総会（取締役設置会社では取締役会）において当該取引につき重要な事実を開示し、
その承認を受けなければならないとされる（会社法356条 1 項）。利益相反取引により会社に損
害が生じた場合、取締役会の承認の有無にかかわらず、任務懈怠が推定される（会社法423条
3 項）。取締役は自己に過失がないことを立証しなければ、会社に対して損害を賠償しなけれ
ばならない。解釈上、親子会社間で子会社に不利益が生じる取引がなされる場合、利益供与禁
止規定の違反に基づく返還義務や、取締役の会社に対する任務懈怠責任などを、支配株主を事
実上の取締役として親会社に負わせると考えられている 2 ）。
　しかし、かかる利益相反規制は、そもそも取締役が会社の利益を害する定型的な危険のある
取引にかかる規制であり 3 ）、大量かつ継続的に行われる親子会社間の取引に対する同規制の適
用の妥当性について消極的な見解がみられる 4 ）。また法理の借用や概念の不明確などの問題も
あり、立法的な解決の必要性があるとの指摘もある 5 ）。このように、学説では、子会社取締役
に善管注意義務の違反や損害賠償責任の可能性を認めるだけでは不十分であるとしている。そ
の理由は、子会社取締役に対する責任の追及が困難ではないが、問題は、子会社取締役の地位
が親会社に左右され、これが親子会社間の取引に利益相反を内在させているため、親会社の指
示に沿い取引を強要される子会社取締役への帰責性が乏しい点である 6 ）。事実上、親子会社間
の利益相反取引につき、子会社取締役は取引条件の公正について通常の注意義務を尽くしたこ
とを証明できれば、その責任を免除されるべきとの解釈論もある 7 ）。いずれにせよ、現行の規
制は支配従属会社間の取引への適用には限界があるようにも思われる。
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 2 、中間試案A案による立法的解決の試み
　2011年12月 7 日に法制審議委員会会社法制部会が公表した「会社法制の見直しに関する中間
試案」、および「会社法制の見直しに関する中間試案補足説明」では、親子会社間の利益相反
取引によって子会社が不利益を受けた場合、親会社の責任に関して立法化すべきとするA案と、
立法化すべきでないとするB案を並列に提示された。
　A案に対して、強い反対意見が主張され 8 ）、また、導入によって取引実務に大きな混乱がも
たらされるという懸念が経済界において示されたため 9 ）、日本でこれまで長い間規制されてこ
なかった支配従属関係のある会社に一定のルールを設けるものとして評価されるA案は、立法
化には至らなかった。しかし、かかる議論を通じて、親会社の責任規制とする現行法上で手当
をする必要性や規制を充実させる余地があることは確認された。以下では、A案を取り上げて
検討する。

（1）親会社責任の判断基準
　A案は、親会社の責任があるかどうかの判断基準について、当該取引がなかったと仮定した
場合の不利益という基準に立ち、不利益の有無およびその程度は、当該取引の条件のみならず、
当該株式会社と親会社の間における当該取引以外の取引条件など、その他の一切の事情を考慮
して判断すべきとしている点がその特徴である（中間試案第二部第二 1【A案】①、②）。
　A案によれば、たとえば子会社が親会社のために製品を製造し、しかも原価割れのような不
当な低価額でこれを親会社に販売することによって、子会社に不利益が生じた場合には、親会
社は子会社に対して責任を負うことになる。ただし、親子会社間では常に多様な取引が行われ
ることから、親会社の責任の有無は、継続的な親子会社間の関係を総体として考慮すべきとさ
れる。考慮すべき事項には、当該取引の条件のほか、事業機会の配分状況や他の取引条件その
他の一切の事情が含まれる。とりわけ、長期間にわたる取引などについては、取引に至る交渉
の過程などに鑑み、取引条件の決定時において合理的な条件が合意されていた場合に、仮に事
後的な状況の変化などによって結果的に会社が損失を被った場合でも、それをもって直ちに親
会社の責任として認定することにはならないと考えられる。
　しかし、この判断基準には根本的な問題点がある。考慮事項としての「他の一切の事情」に
基づくという判断は、抽象的で具体性に欠け、実務上対応できる具体的基準とは言いがたい。
むしろ現行の「独立当事者取引基準」のほうが、一定の客観的な尺度が示されて執行しやすい
ように思われる。
　日本では、立法上、独立当事者基準が一般的に適用されていないが、東京証券取引所の子会
社上場の実質審査基準として採用されている10）。実務においても、親会社の子会社との取引は、
独立当事者基準に基づいてなされることが多くみられる11）。学説では、かかる基準を親子会社
間における日常的取引に適用することの妥当性をめぐって大いに議論されている。学説の多く
は、親会社であっても相互に独立した会社として行動しなければならないという観点から、親
子会社間取引の公正性の有無についての判断は、原則として独立当事者間取引基準に基づくべ
きと強く唱えられている12）。そして、独立当事者間取引基準の概念をさらに定式化し、かかる
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基準を法令によってできるだけ具体化すべきとの主張もなされている13）。他方、子会社の取締
役の責任の有無に関係なく親会社に対する責任が追及できることから、その規制は、取引の安
全性を阻害する恐れがあるとの指摘もある。また、同基準は特定の取引に固執するあまり、グ
ループ会社の有する経済的効果を阻害する恐れがあるから、同基準の適用に反対する14）。

（2）責任の構成と立証
　親会社の責任については、中間試案では、「当該株式会社と当該親会社の間における当該取
引以外の取引条件その他の一切事情」を考慮すべきとされる。かかる文言からすると、親会社
の責任構成は、無過失責任であると位置付けられる。しかし、問題は、「他の一切の事情」に
ついて、具体的な数値で測ることができるか否かであり、当該事情から子会社にどのような利
益または不利益がもたらされたかを具体的に立証する必要がある。子会社がグループ会社の一
員であることによって得られた利益には無形的、量化しにくいものが多い事情を考慮すると、
親会社の過失という主観的要件で検討する余地はあるものの、実際の運用は簡単ではない15）。
　中間試案では、原告は、子会社に不利益が生じたことに対する立証責任を負うことと解され
る。しかし、日本の裁判実務において、事実上立証責任の転換がなされ、当該取引のみに着目
して不利益を受けたことが認められた場合には、被告である親会社は他の一切の事情による不
利益が存在しないことを反証する必要がある16）。その場合、当該取引外のあらゆる事情として
考慮すべき事項には、現時点では数値的評価の難しい利益も存在しているため、責任の立証は
きわめて困難である。また、取引条件や事業戦略などの情報に関する詳細を開示せざるを得な
い状況になることも懸念される17）。

（3）子会社少数派株主の親会社に対する代表訴訟
　子会社少数株主の利益保護の実効性を確保するために、親会社の責任は、会社法847条 1 項
の責任追及等の訴えの対象とすることができる（中間試案第二部第二の 1）。子会社少数派株
主に代表訴訟を認めるべきかについては、①子会社少数派株主に対する救済の実効性の有無と、
②少数派株主にそのような代表訴訟請求権を与える場合の濫用の危険性という二つの問題を考
える必要がある18）。
　まず、①については、子会社取締役に対する訴訟請求に救済の実効性があるか、かかる実効
性がないとした場合に、子会社から親会社に対する請求権の行使が期待でき、これによって救
済されるかどうかの問題である19）。そもそも子会社から親会社に対する訴訟請求権の行使が期
待できないことは、子会社取締役が親会社の議決権行使によって選ばれるためである20）。取締
役が会社に与えた損害について、会社の取締役に対する請求によっても回復できないことがあ
るのは、一般の株主代表訴訟でも同様であるため、親子会社間の非通例的な取引の局面にのみ
異なる救済を認めることは妥当でない。そして、このような規定が新設されると、効率的なグ
ループ経営に少なからず影響を及ぼすことも否定できない21）。ただし、日本では子会社も上場
していることが多いことを想起すると、子会社に対する合理的な投資のインセンティブを確保
するためにも、子会社の少数派株主の利益を保護するための何らかの措置を講じる必要がある
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ようにも思われる。
　また、②の少数派株主にそのような株主代表訴訟の請求権を与える場合の濫用の危険性につ
いては、日本の株主代表訴訟制度は、諸外国と比べ、濫訴防止措置が非常に不十分であるとの
指摘がある22）。とくに、子会社が上場して零細な株主が存在する場合、濫用防止措置の必要性
が求められる。この点から考慮すると、子会社少数派株主に親会社に対する代表訴訟請求権を
与えるべきかを慎重に検討する必要がある。

三、中国の現状と課題
 1 、規制の現状
（1）関連取引
　中国において、関連取引とは、一般的に、代金を受け取るか否かに関わらず、関連当事者間
で資源、労務あるいは義務が移転される行為を指し、関連関係のある主体間で行われる取引で
あると認識されている。
　会社法によれば、関連取引とは、会社の支配株主、実質的支配者、取締役、監査役および上
級管理者とそれらの者が直接、または間接的に支配する会社との間における関連関係および会
社の利益移転をもたらす恐れがある取引であるとされる（217条 4 号）。関連関係の対象は、支
配株主、実質的支配者、取締役、監査役および上級管理者23）が含まれる。ここでの支配株主とは、
会社の資本総額の50％以上を占め、またはその保有する株式が会社の発行済株式の総額の50％
以上を持つ株主、または上記の出資額もしくは保有する株式の比率が50％に達していないが、
その保有する出資額または持株率により、その有する議決権が株主総会の決議に対して重大な
影響を与えることができる株主を指す。実質的支配者とは、会社の株主ではないものの、投資
関係や契約その他の方法を通じて会社の経営を実質的に支配することができる者である（217
条 3 号）。
　一方、『企業会計準則第36号―関連関係および取引の開示』（以下、会計準則とする）では、
関連関係は、会社の財務および経営政策の決定において一方の当事者が相手方を直接的または
間接的に支配し、もしくは相手方に重大な影響を持つものであると定義されている24）。ここで
の支配とは、相手方の財務および経営政策を決定することができることを指し、重大な影響と
は、会社の財務や経営政策を決定することができないものの、それらに参与することができる
と解される。しかし、この定義は、依然として抽象的であり、具体的な運用に際してどのよう
に判断するかが困難である。
　なお、この会計準則は、ドイツ会社法の従属報告書および日本の企業結合開示規則と相当す
る役割を持つものであると考えられる25）。ただし、ドイツ会社法の従属報告書が、株主に開示
されないのに対し、中国の会計報告書は株主に開示されている。かかる会計報告書の開示によっ
て、株主とくに少数派株主が企業結合の現状や取引などの情報を知ることが可能である点で、
大いに評価すべきである。実際、上海、深圳証券取引所の上場規則は、上場会社の関連者の認
定について基本的にこの基準を援用している。
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（2）親子会社の認定基準
　中国の学説において、会社を支配する方法として、株式保有の比率、議決権、契約、および
他の債権債務や取引関係などによって事実上の支配との 4種類を想定している26）。そのうち、
契約による支配とは、関連会社との契約の締結によって支配従属関係が形成され、ある会社が
相手会社の経営方針および重大事項の決定を支配していることであり、いわゆるドイツ法上の
契約によるコンツェルンである。その他の支配方式は、主に人的関係や行政上の指令による事
業再編などの場合であるが、一般的には、株式の保有比率によって支配従属関係が形成されて
いるケースが多い。
　もっとも、2005年の会社法修正案建議稿では、支配従属関係の認定基準について条文をもっ
て定義されていた。この草案建議稿によれば、親会社とは、ある会社に対して直接または間接
的に実質的な影響を加える会社であり、また、ある会社の人事、財務、部品の調達、生産およ
び販売の業務を直接あるいは間接的に支配している会社を支配会社であると推定すると主張さ
れた（草案建議稿251条）。さらに、コンツェルンによる支配について一つの章をもって詳細に
提案されていた27）。この点から、中国の学説では、ドイツ法を意識し立法論が展開されている
ように窺える28）。
　しかしながら、会社法では、「会社は、子会社を設立することができる。子会社は、会社の
法人格を有し、法に基づいて独立して民事上の責任を負う」（会社法14条 2 項）にとどまり、
親会社と子会社を経済的に独立した会社として取り扱い、支配従属関係を念頭に置いた定めは
ない。そのため、どのような場合に親子会社として認定できるのかという基準が明確化されて
いない。
　他方、親子会社の認定に関して、「深圳経済特区における企業集団に関する暫定規定」（以下、
「深圳暫定規定」とする）では、親子会社間の責任関係について詳細な定めを置いている。こ
れによれば、契約上の親子会社関係において、親会社は子会社に対して支配権を有し、子会社
の債務について連帯責任を負う。かかる規定は、契約をもって支配権が付与された親会社にそ
の子会社に対する責任を認めるものであり、ドイツにおける契約上のコンツェルンに関する規
制に近い29）。ただし、支配契約のない事実上の親子会社関係においては、不当な影響力行使に
よって子会社が損害を被った場合の親会社の責任については触れられていない。

（3）支配会社の権限濫用の禁止
　会社法では、株主の権限濫用の禁止が条文化された（20条 1 項、2項）30）。すなわち、株主
は法律、行政法規および定款を遵守し、法に基づいて株主としての権利を行使しなければなら
ない。法人としての独立した地位および株主の有限責任を濫用して会社債権者の利益を害して
はならず、それに違反した場合、損害賠償責任を負うとされる。関連取引についても、同条は、
支配株主、実質的支配者、取締役、監査役および上級管理者は、関連関係を利用して会社の利
益を害してはならず、その定めに違反した場合には、損害賠償の責任を負わなければならない
とされている。
　また、上場会社の企業統治の向上を図るために、証券監督管理委員会が2006年に改訂した「上
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場会社定款のガイドライン」第39条では、支配株主は、法によって出資者の権利を享受し、そ
の支配的地位を利用して利益の配分、資産の再建、対外投資、資産の占用および借金の担保な
どを通じて会社または少数派株主の利益を害してはならないと強調した。
　こうした定めは、支配会社の権限濫用を抑制し、支配会社の行為を規制するためには必要不
可欠である。とりわけ、支配株主も株主代表訴訟の被告となりうることが会社法に明文化され
ることで31）、支配会社による権利濫用行為の是正には大いに資すると期待される。
　しかし、その不備も多いと指摘できる。第一に、僅かの条文（16条、20条、21条）で支配株
主の責任を規定しており、かつ条文の間に関連性がないため、支配会社の行為を制度上に有効
に制約できるとは言いがたい。第二に、責任要件たとえば、支配会社の支配力行使と従属会社
や少数派株主の損害との因果関係の認定基準、支配会社の免責要件などについて定めていない
ため、執行に具体的な操作性を欠いている。第三に、支配会社の責任と関連して、情報開示と
いった支配会社の権限濫用に対する防止措置について触れていない。事後救済措置についても、
支配会社が多数の議決権を濫用して義務に違反し、従属会社および少数派株主の利益を害する
株主総会の決議を成立させた場合、少数派株主はこのような決議に対して訴えを起こすことが
できるのか、という決議の瑕疵に対する救済の問題もある。こうした問題に対して、今後法的
解決が必要である。

（4）判例の立場
　中国では、会社法が実施されてから2008年までに、北京市において裁判所の審理した関連取
引にかかわる案件はわずか13件にとどまる32）。訴訟当事者のほとんどが有限会社であり、株式
会社は1社だけであった。もっとも、実際、関連取引が株式会社とりわけ上場会社において多
発されているにもかかわらず、なぜ訴訟に至ってなかったのか。その背景には、株式会社の所
有構造が比較的集中しており、また、個人株主の投機的な意識が強く、会社経営に対して無関
心であるため、支配株主が関連取引を通じて会社の利益に損害を与えた場合、株を売ることを
もって株主の地位を放棄するという傾向がある。とくに、支配会社が直接子会社の利益に損害
を与えた際に、子会社の取締役が自身の利益を守るために、損害賠償の請求権を行使しないほ
うが一般的である。もっとも、中国法では、少数派株主が取締役、支配株主に対して株主代表
訴訟を起こすことができるにもかかわらず、実際には訴訟があまり提起されていない。その大
きな原因としては、関連取引に対する裁判所の態度が影響しているようにも窺える。
　というのは、上記13件の審理結果からみると、原告側が勝訴したのは 1件だけである。敗訴
した12件のなかで、3件は起訴の段階において裁判所に却下された。中国において、裁判所は、
関連取引案件を審理する際、一般的に、以下の要素を考慮する。まず、実際の損失である。会
社法21条では、会社の支配株主、実質的支配者、取締役、監査役および上級管理者は、その有
する関連関係を利用し、会社の利益を害してはならず、本条に違反した場合、損害賠償責任を
負わなければならないと定める。したがって、裁判所が、損失に対する認定を重要視している。
つまり会社損失の発生が、訴訟の原因であり、損害賠償の範囲を認定する基準でもある。
　しかし、会社法は、かかる損失が直接的なものか、それとも間接的なものかという具体的な
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範囲について定めていない。そこで、裁判所は、損失賠償の範囲を実際に発生した損失に限定
するという傾向がみられる33）。また、「正常な商業基準」を用いて関連取引の対価の公正、つ
まり取引の公平性の有無を判断するという傾向もある34）。さらに、被告が関連取引の際に自ら
の有する支配権を利用して会社と関連取引をすることに悪意があったかどうかも審査する。そ
こで注目すべきなのは、明確な統一的な判断基準がないにもかかわらず、原告側の主張を支持
しないのが一般的になっている点である。

 2 、立法上の課題
（1）親子会社関係の界定
　前述したように、中国会社法は、親会社と子会社を経済的に独立したものとして扱い、支配
従属関係を念頭に置いた定めはない。一方、親子会社に関する規制は、会計基準および税法、
地方条例などにおいて詳細に定められている。
　日本では、会社法上の親子会社の概念は、いわゆる実質的基準がとられている（会社法 2条
3項、4項）。会社法において、条文をもって子会社の概念を具体的に規定してはおらず、その
具体的内容に関する定めは、改正しやすい法務省令に委ねられ、会社法実施規則によって具体
的に明確化されており（日本会社法実施規則 3条）、連結計算書類作成の基準にもなっている（日
本会社法444条 1 項）。というのは、企業結合の規制は、支配株主の機会主義的行動が実際行わ
れた場合に対する損害回復を目的としているものであるため、硬直化した親子会社の概念を規
制の前提要件とすると、実務上柔軟な対応ができない弊害が生じる恐れがあり、それを避ける
ためである35）。
　中国の場合、日本法 2条 3項、4項を参照し、会社法に親子会社の定義を導入すべきである。
なお、現実的に柔軟な対応を図るために、実質的基準の詳細な内容については、結合企業の会
計報告書や税法上の規制などの形で補完的な立法措置が合理的であろう。

（2）取引の公正性にかかわる判断基準
　中国では、実務上の支配従属会社間の取引である場合、関連取引に該当した支配株主の責任
について、支配会社がその優越的地位を濫用して従属会社および少数派株主に損害を与えたと
き、その違法性が認められる36）。
　しかし、問題は、親子会社間の取引が公正であるかどうかについて如何に判断すべきかであ
る。アメリカ法においては、親子会社間取引の公正性の有無について、独立当事者間取引基準
が採用されている37）。日本では、その基準の妥当性と合理性について多くの研究がなされてお
り、支配従属会社間の取引につきその基準を適用すべきであるが、かかる内容についての具体
的な規定を設けずに、学説を通じて判例に妥当な基準が形成されていると考えることができ
る38）。
　中国では、親子会社間の取引にかかわる税金に関する「独立企業間の価額」39）、いわゆる独
立当事者間取引基準が採用されていることは、支配従属会社規制を考える上で重要である。な
ぜなら、支配従属会社間での利益相反取引が支配会社の利益を獲得するための重要な手段とな
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り、それを是正する必要がある。また、裁判官の質からみる限り、裁判所の自由裁量に委ねる
ことは非常に非現実的である。諸外国と違い、中国にとって支配従属関係の多様性、グループ
経営の効率性、柔軟性という要請よりも、むしろ従属会社の独立性を確保するのが急務である。
少なくとも現時点では、独立当事者間取引基準は、親子会社の当事者の行為規範として、法令
によって定式化されることが不可欠であるといえよう。

（3）親会社による損害賠償責任の構成要件
　日本では、将来の企業結合立法の際に中心となる支配会社の責任規制の設計に関して、二つ
の見解に分かれている。一つは、無過失責任と過失責任に分ける考え方である。つまり、支配
会社と子会社の「通例的でない取引」については、支配会社に無過失責任を負わせる一方、支
配会社が影響力を行使して指図などを行った場合には過失責任を負わせる40）。もう一つは、両
者を区別せずに、取締役の責任につき過失責任主義の原則と整合し、統一的な規制として過失
責任の規制を設けるものである41）。
　ドイツにおいても、支配会社の責任を過失責任とするか、あるいは無過失責任とするかにつ
いての解釈上の対立は存在しているが、無過失責任とする見解がとられた場合、従属会社の取
締役が支配会社の影響を受けた行為をなしたことによって、従属会社に損害が生じたとしても、
支配会社が一定の場合には免責されるべきとされている42）。
　中国の結合会社法制の整備にあたって、支配会社の責任構成についてどのように規制すべ
きかについて日本での議論43）を参照し、過失責任を要件とすることが望まれる。そのうえで、
立法論としては、支配会社の責任が過失責任であると明確にする工夫が必要である。影響力の
行使については、解釈上柔軟に対応すべきである。結合企業の利益については、影響力の行使
の妥当性において考慮されれば足り、当該影響力を行使する際に、支配会社が当初から子会社
に不利益が生じることを予見できたか、または、それが明らかであるにもかかわらず不十分な
認識しかしていなかったかどうかまでする必要はない。要するに、支配会社の責任規制は、支
配従属関係から生じた危険が現実化した場合の損害賠償のためのものであるから、支配会社に
よる影響力の行使の結果として、従属会社がなした行為についての支配会社の責任は過失責任
とすべきである44）。

（4）立証責任と因果関係の認定
　会社法第20条 1 項および 3項では、支配株主がその支配権を濫用する場合、会社および他の
株主に対する連帯責任を負うと定めている。従属会社が支配会社の連帯責任を追及するために
は、以下の内容について立証責任を負わなければならない。①支配会社が独立した会社法人の
地位および株主の有限責任を濫用する行為を既に実施し、かつ債務回避の行為をなしたこと、
②債権者の利益に重大な損害を与えたこと、③支配株主の権限濫用行為と債権者の損害事実と
の間に合理的な因果関係が存在することなどがある。
　以上の定めからすると、たとえ支配会社の責任構成が可能であるとしても、実際、支配会社
の責任を追及するのはきわめて困難である。なぜならば、支配会社の従属会社に対する影響力
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行使は、両者間の緊密な人間関係と複雑な組織を利用して行われるものであり、従属会社の少
数派株主にとって、かかる事実をいかに証明するのかの問題が生じてくる。本来、子会社の監
査役は、こうした問題について監査する役務であるが、しかしながら、親会社の議決権の多数
で株主総会で選任された者であるために期待しがたい面もある。思うに、従属会社の外部株主
や債権者などは、従属会社の経営に直接関与できるものではなく、支配会社がいかなる不正な
行為をとり、従属会社の取締役を誘発したかについては全く知りえないのであるから、従属会
社の少数派株主が支配会社の賠償責任を追及する場合には、その立証責任の軽減が図られるべ
きである。
　日本では、ドイツの経験を参照し、結合企業関係において、従属会社の少数派株主の立証の
難しさを克服するために、どのようにすれば立証責任の転換を図られるかが大いに議論されて
いる45）。中国においても、過失有無の立証責任を支配会社に転換する形での法的解決が望まし
い。そのため、まず、支配会社の支配力行使と従属会社の損害との因果関係の認定について、
日本で議論されている推定規定を参考にすべきである。支配会社が従属会社との間で行う取引
価格などの取引条件が、独立当事者間取引基準に満たされない場合には、支配会社の故意また
は過失が推定される。そのうえで、親会社の不正行為が子会社に損害を与えた場合において、
かかる不正行為の証明は、子会社ではなく親会社に転換されるべきである。たとえば、子会社
が親会社の影響力行使によって損害を受けたことを主張した場合には、親会社は、その不利益
が子会社の独自な判断をもって行われたことによって生じたもの、あるいは親会社が不当な取
引などを強要していなかったことを証明しなければならない46）。中国では、企業結合会計報告
書において、集団企業間の取引内容の詳細な開示が要求されており、立証責任の転換が図られ
るとすれば、企業結合規制において大きな進展が期待されるであろう。
　また、親子会社の利益相反にかかる問題の解決は、取引情報の開示を充実させることも重要
な前提である。たとえば、親子会社間の取引の条件や、親会社による私的便益の引き出しへの
歯止めに関する事項を企業グループにあらかじめ決定させ、それを開示させることをすべきで
ある。

（5）子会社株主による親会社に対する責任の追及
　ドイツでは、支配会社が従属会社に対する影響力を行使することによって従属会社に損害を
与えた場合、支配会社が従属会社の営業年度末までに従属会社に生じた不利益を補償しなけれ
ばならない（ドイツ株式法311条 1 項）。補償しない場合には、従属会社は支配会社に対して損
害賠償を請求することができる（同317条 1 項）。また、従属会社の株主は、会社に代わって支
配会社に対して損害賠償責任を訴える訴訟を起こすことができる（同317条 4 項、309条 4 項）。
　アメリカでは、支配株主が会社に対して信任義務を負うことを前提とし、支配株主の義務違
反に基づく責任を、株主代表訴訟によって追及することが認められている47）。
　前述した日本の中間試案では、子会社の少数株主が親会社の責任を代表訴訟によって追及し
うる立法提案がなされている。ところが、親子上場が多くみられる日本においては、子会社に
は親会社以外の株主が多く、そのような株主に親会社に対する代表訴訟を認めることは、グルー
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プ経営の効率性を害することにつながるため、経済界ではこれについて消極的な立場がとられ
ている。
　中国会社法上、株主代表訴訟の被告の範囲が日本より拡大され、取締役、監査役および上級
管理者に限らず、支配株主まで含まれている（会社法152条 3 項、217条）48）。実務上、支配株
主がその支配的地位を濫用し親子会社間の関連取引を行うによって、子会社および少数派株主
に損害を与えた際、子会社の株主による支配会社の責任を追及する株主代表訴訟もみられる49）。
しかし、代表訴訟を提起できる株主の適格性について、日本法上、6カ月前から引き続きその
会社の株式を有する株主としている（日本会社法847条 1 項参照）のに対して、中国の場合、1％
以上の株式を保有するという条件を設け、少数株主権に限定している。支配会社の責任を規制
し、従属会社および少数派株主の利益を保護するために、株主代表訴訟を単独株主権への立法
上の解決が望まれる。ただし、近年、非流通株の改革による国有株の放出および個人株主、民
営企業の増加が進んでおり、濫訴を防止するために、具体的な措置を設ける必要がある。

四、おわりに
　本稿では、支配従属会社間の取引に関する親会社の責任規制について検討した。
　日本における中間試案のA案は、日本での初めての親子会社間の取引を規制しようとする意
思の表れであり、その立法化はこれからの親子会社の在り方を考える上で重要な意味がある50）。
それを踏まえ、中国の法規制のあり方について以下のように提言したい。第 1に、会社法に親
子会社の定義を導入すべきである。なお、実務上において柔軟な対応を図るために、実質的基
準の詳細な内容については、グループ会社の会計報告書や、税法上の規制などの形での補完的
な立法措置が合理的であろう。第 2に、親子会社間の取引の公正性の判断基準としては、従属
会社の独立性を確保するために、少なくとも現時点では、独立当事者間取引基準は、親子会社
の当事者の行為規範として定式化される必要があるように思われる。第 3に、親会社の責任の
構成は、過失責任を要件とし、「影響力の行使」については、解釈上柔軟に対応すべきである。
従属会社、少数派株主が支配会社の責任を追及する場合、過失有無の立証責任を支配会社に転
換する形での法的解決が望ましい。
　本稿は、支配従属会社間の関連取引に関する法規制を網羅的に論じるものではなく、日本の
中間試案と立法上の議論から中国の法整備を検討する際の示唆を得るものである。近時日本の
企業結合法制の動きからみると、中間試案のA案に示された親会社の責任規制がグループ会社
全体の利益や経営の効率性を重視している一方で、経済界が親会社の責任立法に対して拒絶反
応を示しているようにも窺える。実際、親子会社関係といっても、その関係は多種多様であり、
規律の在り方を一律に論じることはきわめて困難な面もある。この点もまた、今後具体的なルー
ルを設ける際に、支配会社の責任規制が中国の経済に対してどのような影響を与えるか慎重に
判断すべきであることを示唆しており、今後、グループ経営の効率性と親会社の責任規定が子
会社保護の理念と調和させる方向に進むことが望まれる。
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